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 ２０２１年（令和３年）第１２回総会議事録 

 
 

１ 告 示 年 月 日  ２０２１年（令和３年）１１月１６日（火） 

２ 通 知 年 月 日  ２０２１年（令和３年）１１月１６日（火） 

３ 開 催 年 月 日  ２０２１年（令和３年）１１月３０日（火） 

４ 開 催 場 所  福山市東桜町３番５号  

福山市役所 ３階 小会議室 

 

５ 付 議 事 項 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決定について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する処分決定について 

議案第３号  農地法第５条の規定による許可申請に対する処分決定について 

議案第４号  非農地証明について  

  議案第５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

  議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積 

     計画案の決定について 

議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積 

     計画案の決定について（農地中間管理事業） 

議案第８号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農 

     用地利用配分計画案に対する意見決定について 

 

 

６  報 告 事 項   

      農地法等に関わる専決処分・届出等について 

      

 

７ 出席委員 

1番 佐藤 眞子 2番 上田憲一郎 3番 土屋 智樹 4番 野田 幸男 

5番 寳諸 孝也 6番 谷邊 博人 7番 岡本 卓也 8番 小林 輝仁 

9番  石井 洋子 10番 安原 理雄 11番 下江 京子 13番 山本 明 

14番 須藤 薫雄 15番  谷本 耕造  以上１４名 

 

８ 欠席委員 

12番 河村 昇 
 

  

   以上１名 

                                       

９  その他の出席者   

   ０名 
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１０ 事務局出席職員  

事 務 局 長  宮谷 誘治  事務局専門員  延平 光雄 

事務局次長  瀧 川  滋 雄  事 務 局  三好 千鶴 

松永出張所  花 田   宏  北部出張所  藤 井 裕 美 

神辺出張所  杉 原  信 広     

      以上７名 
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１１ 議事内容 

午前 １０時００分 

 

事務局長 

 

 

 

会 長 

 

会 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

ただいまから，２０２１年（令和３年）第１２回福山市農業委員会総会

を開会いたします。 

谷邊会長，会議の進行をお願いします。 

 

― 開会挨拶 ― 

 

それでは，会議規則第３条の規定によりまして議長を務めさせていただ

きます。 

 

最初に，総会の成立を申し上げます。 

 

委員総数１５名のうち，出席委員１４名，欠席委員１名，在任委員の過

半が出席ですので，本会議は成立します。 

 

続いて，会議規則第１０条の規定により，議事録署名委員の指名を行な

います。 

議席番号８番 小林 輝仁委員と議席番号１５番 谷本 耕造職務代理

者にお願いします。 

 

議事に入る前に，議案の訂正等があれば，事務局より説明してください。 

 

２０２１年（令和３年）第１２回総会議案書 追加・訂正事項等につい

て説明します。 

議案書（別冊）６ページ７番の渡人欄の「神村町３１９７番地 橘髙 徹」

を「神村町３１９７番地２ 橘髙 浩二外２人」」に訂正。同じく備考欄

に「渡人：橘髙浩二，橘髙恵美子，佐藤薫」を追加。 

次に２９ページ１番の利用目的欄の「田」を「畑」に訂正。以上です。 

 

 それでは，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する
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議 長 

 

 

委 員 

１番 

佐藤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

4番 

野田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分決定について」を上程します。 

 東部地区の報告をお願いします。 

  

東部地区の審議内容について，報告します。 

東部地区では１１月２４日午前９時１５分からの現地調査に続き，午前１１

時１５分から市役所３階小会議室で協議会を開催しました。 

委員７名中全員の出席により，議案第１号２件，議案第２号１件，議案第３

号３件，議案第４号１件，議案第６号１件合計８件について審議しました。 

それでは，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決

定について」の１頁１番から２番について報告します。 

１番は，春日町大字宇山の２筆４１８㎡，登記地目：田，現況地目：畑を春

日町宇山の渡人から，同町の受人が申請地を譲り受け，経営規模拡大するもの

です。 

場所は，春日小学校から北西へ１，０６０ｍです。 

２番は，木之庄町一丁目の渡人から久松台三丁目の受人が木之庄町二丁目の

申請地を譲り受け，経営規模を拡大するものです。 

場所は，福山葦陽高等学校から南へ３８０ｍです。 

いずれも受人及び申請農地，営農計画に問題なく，必要な農機具も確保され

ており，下限面積も超えているので許可妥当と判断しました。以上です。 

 

 西部地区の報告をお願いします。 

 

西部地区の審議内容について，報告します。 

西部地区では，１１月２５日の午後１時００分からの現地調査に続き，午後

４時から市役所 ３階 小会議室で協議会を開催しました。 

委員１０名全員の出席により，議案第１号３件，議案第３号３件，議案第４

号１件，議案第５号１件，議案第６号４４件，議案第７号１件，議案第８号１

件，合計５４件について審議しました。 

それでは，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決

定について」の３番から５番について報告します。 

３番は，瀬戸町の受人が，埼玉県川越市の渡人から申請地の贈与を受け，経

営規模を拡大するものです。 

４番は，沼隈町の受人が，横浜市の渡人から申請地を譲り受け，経営規模を

拡大するものです。 

５番は，熊野町の受人が，同町の渡人から申請地を譲り受け，経営規模を拡

大するものです。 
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委 員 

4番 

野田 

続き 

議 長 

 

委 員 

7番 

岡本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

10番 

安原 

 

 

 

 

 

 

 

いずれも，受人及び申請農地，営農計画に問題はなく，許可妥当と判断しまし

た。以上です。 

 

 

松永地区の報告をお願いします。 

 

それでは，松永地区の審議内容について報告をします。 

松永地区では，１１月２５日，午前８時３０分から関係者により現地調査を

行い，午前１０時３０分から松永支所１階１１会議室で協議会を開催しまし

た。委員７名全員の出席により，議案第１号３件，議案第３号１件，議案第４

号４件，議案第 6 号１８件，合計２６件について審議いたしました。  

 それでは，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決

定について」の６番から８番について報告します。 

６番は，本郷町の受人が，同居の母親から贈与により譲受け，野菜を栽培す

る計画です。 

７番と 8 番は関連案件です。松永町三丁目の受人が，7 番で神村町の渡人と

使用貸借権を設定し，８番で神村町の渡人から譲受け，新規就農を行うもので，

野菜を栽培する計画です。 

いずれも，受人及び申請農地，営農計画に問題はなく，許可妥当と判断しま

した。 以上です。 

 

 北部地区の報告をお願いします。 

  

それでは，北部地区の審議内容について，報告します。 

北部地区では，１１月２５日の午前１１時１５分から関係者により，現地調

査を行い，午後３時３０分から北部支所３階の３０２会議室で協議会を開催しま

した。 

委員１３名のうち，全員出席により，議案第１号３件，議案第３号３件，議

案第４号３件，議案第６号２３件，議案第７号３件，議案第８号１件の合計３６

件について審議いたしました。 

それでは， 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決

定について」の別冊３ページの９番から 1１番について報告をします。 

９番は，神辺町の受人が，横浜市の渡人から申請地を譲受け，野菜を栽培

して経営規模の拡大を図るものです。 

１０番は，神村町の渡人から，駅家町の受人に，申請地の持ち分を遺贈す



- 6 - 

委 員 

10番 

安原 

続き 

 

議 長 

 

委 員 

13番 

山本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

るもので，受人は，水稲を栽培するものです。 

１１番は，新市町の受人が，同町の渡人から申請地を譲受け，野菜を栽培

して経営規模の拡大を図るものです。 

いずれの案件も，受人は，農作業経験があり，必要な農機具等も確保済であり，

許可妥当と判断しました。 以上です。 

 

 神辺地区の報告をお願いします。 

  

神辺地区の審議内容について報告します。 

神辺地区では，１１月２５日，午前９時から現地調査を行い，午前９時４０

分から，神辺支所３階３１会議室において地区協議会員８名中６名の出席によ

り，議案第１号１件，議案第３号２件，議案第６号２８件，議案第７号１件，

議案第８号１件の合計３３件について，審議しました。  

それでは，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決

定について」３ページ１２番について報告します。 

１２番は，西中条の譲受人が，自宅周辺に近い西中条の田，３筆  

合計４，４０６㎡について，高齢となり労力不足となった川南の譲渡人から

譲り受けて，水稲の栽培をして経営規模の拡大を図るものです。 

申請農地，営農計画に問題はなく，受人は農業経験もあり，必要な農機具・

労働力も確保され，下限面積も満たしていることから，許可妥当と判断しまし

た。以上です。 

 

 ありがとうございました。 

事務局から補足説明等があればしてください。 

 

議案第１号のすべての案件については，別紙調査書のとおり，借入後又

は取得後の全ての農地を利用する計画であり，機械・労働力・技術など

に問題はなく，農業委員会が定める下限面積を超えていることから，農

地法第３条第２項各号には該当せず，許可要件をすべて満たしています。

以上です。 

 

これより質疑に入ります。 

発言のある方は挙手をお願いします。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

委 員 

１番 

佐藤 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第１号について，原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

― 全 員 挙 手 ― 

 

 全員挙手により，議案第１号は原案のとおり許可することに決定しま

す。 

 

 次に，議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請に対する処分

決定について」を上程します。 

 

 東部地区の報告をお願いします。 

 

議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請に対する処分決定につい

て」の１頁１番について報告します。 

１番は，木之庄町二丁目の申請人が，御幸町大字上岩成の申請地を露天駐車

場に整備するものです。 

場所は，中国中央病院から北西へ１２０ｍです。 

現地調査をしましたが，日照・排水等周辺の営農条件に支障を生じるおそれ

もないことから，許可妥当と判断しました。 

 

ありがとうございました。 

事務局から補足説明等があればしてください。 

 

議案第２号の１番は，農用地区域内農地，甲種農地，第１種農地，第３

種農地に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある第２種

農地及び第３種農地のいずれにも該当しない農地と認められるため，そ

の他の農地である第２種農地として判断されます。 

 別紙，農地転用許可申請に係る調査書のとおり，農地転用許可基準の
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議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

１番 

佐藤 

 

 

 

 

要件を満たしており，申請は，適正かつ適法であり，事業規模からみて

適切な面積で，周辺の営農状況に支障を生じるおそれもないと認められ

ます。 

 なお，議案第２号には，常設審議委員会への意見聴取案件はございま

せん。以上です。 

 

これより質疑に入ります。 

発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第２号について，原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

― 全 員 挙 手 ― 

 

 全員挙手により，議案第２号は原案のとおり許可することに決定しま

す。 

  

次に，議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分決

定について」を上程します。 

東部地区の報告をお願いします。 

  

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分決定につい

て」の５頁１番から３番について報告します。 

１番は，引野町北三丁目の渡人から，千田町三丁目の受人が，千田町大字千

田の申請地を賃借し露天駐車場に整備するものです。 

場所は，千田小学校から南東へ１，１３０ｍです。 

２番は，御幸町大字上岩成の渡人から，神辺町大字川南の受人である法人が

御幸町大字上岩成の申請地を譲受け，建売住宅９棟を建築するものです。 

場所は，中国中央病院から北東へ３９０ｍです。 

３番は，御幸町大字上岩成の渡人から，駅家町大字弥生ヶ丘の受人が御幸町
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委 員 

１番 

佐藤 

続き 

議 長 

 

委 員 

4番 

野田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

7番 

委 員 

 

 

 

 

議 長 

 

大字上岩成の土地を譲受け，長屋住宅２棟を建築するものです。 

場所は，中国中央病院から北西３５０ｍです。 

現地調査をしましたが，いずれも，日照・排水等周辺の営農条件に支障を生

じるおそれもないことから，許可妥当と判断しました。以上です。 

 

 西部地区の報告をお願いします。 

  

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分決定につい

て」の４番から６番について報告します。 

４番は，瀬戸町の受人が，赤坂町の渡人から申請地を譲り受け，農耕用の進

入路として整備するものです。 

場所は，国道２号早戸ランプの東，約１００メートルです。 

５番は，南手城町の法人が，城見町の渡人から申請地を譲り受け，建売住宅 

２棟を建築するものです。 

場所は，津之郷小学校の北東，約４００メートルです。 

６番は，沼隈町の受人が，同町の渡人から使用貸借権を設定して申請地を借

り受け，住宅１棟を建築するものです。 

場所は，沼隈体育館の東，約２００メートルです。 

なお，４番は，農振農用地区域内の農地でありますが，担当部局との調整は

整っております。 

現地調査をしましたが，いずれも，周辺の営農条件に支障を生じるおそれもな

いことから，許可妥当と判断しました。以上です。 

 

 松永地区の報告をお願いします。 

  

それでは，議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分及

び意見決定について」の，７番について報告します。 

７番は，松永町六丁目の受人が，神村町の渡人から譲受け，貸露天資材置場

を設置するものです。場所は，松永高校から，南東へ約３５０メートルのとこ

ろです。 

現地調査をしましたが，日照・排水など周辺農地への営農条件に支障を生じ

る恐れもないことから，許可妥当と判断しました。以上です。 

 

 北部地区の報告をお願いします。 
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委 員 

10番 

安原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

13番 

山本 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

それでは，議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分決定

について」の別冊６ページの８番から７ページの１０番について報告します。 

８番は，駅家町の受人が，同町の渡人から申請地を譲受け，露天駐車場及

び露天資材置場として整備するものです。 

場所は，動物愛護センターの西，約５５０メートルのところです。 

９番は，広島市の受人が，新市町の渡人から申請地を譲受け，売電用の太

陽光発電パネルを設置するものです。 

場所は，常金丸小学校の北，約７００メートルのところです。 

１０番は，大阪市の受人である法人が，新市町の渡人から申請地を譲受け，

売電用の太陽光発電パネルを設置するものです。 

場所は，常金中学校の南，約４５０メートルのところです。 

現地調査をしましたが，日照・排水等，周辺の営農条件に支障を生じるおそれ

もないと認められることから，許可妥当と判断しました。 以上です。 

 

 神辺地区の報告をお願いします。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分決定につい

て」７ページ１１番と１２番について報告します。 

１１番は，川南の建築土木工事業を営む法人が，川北の田１筆１，１８３㎡

を川北の譲渡人から譲り受けて，周辺で需要のある建売住宅４棟を建築供給す

るものです。 

１２番は，府中市で不動産賃貸業を営む法人が，道上の田１筆１，１６３㎡

を道上の譲渡人から譲り受けて，周辺で需要のある長屋住宅２棟を建築供給す

るものです。 

現地調査を行いましたが，いずれも日照・排水について支障なく，転用許可

妥当と判断しました。以上です。 

 

ありがとうございました。 

事務局から補足説明等があればしてください。 

 

議案第３号の１１番は市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域

に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で，住宅

の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が

連たんしている区域に近接する区域内にあり，その規模が１０ヘクター
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事務局 

続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

ル未満であると認められるため， 

また，１２番はＪＲ福塩線道上駅からおおむね５００メートル以内に存

在するため第２種農地として判断されます。 

その他の案件は，農用地区域内農地，甲種農地，第１種農地，第３種農

地に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある第２種農地

及び第３種農地のいずれにも該当しない農地と認められるため，その他

の農地である第２種農地として判断されます。 

別紙，農地転用許可申請に係る調査書のとおり，農地転用許可基準の要

件を満たしており，申請は，適正かつ適法であり，事業規模からみて適

切な面積で，周辺の営農状況に支障を生じるおそれもないと認められま

す。 

 なお，議案第３号には，常設審議委員会への意見聴取案件はございま

せん。以上です。 

 

これより質疑に入ります。 

発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第３号について，原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

― 全 員 挙 手 ― 

 

 全員挙手により，議案第３号は原案のとおり許可することに決定しま

す。 

 

 次に，議案第４号「非農地証明について」を上程します。 

 東部地区の報告をお願いします。 
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委 員 
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佐藤 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

4番 

野田 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

7番 

岡本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第４号「非農地証明について」の８頁１番について，報告します。 

１番は，東深津町四丁目の申請人で，東深津町四丁目の申請地を１９８０年

（昭和５５年）から住宅敷地として利用しております。 

場所は，深津小学校から南西へ３７０ｍです。 

 現地調査をしましたが，農地性がなく，農地への復元も困難であり，証明妥

当と判断しました。以上です。 

 

 西部地区の報告をお願いします。 

 

議案第４号「非農地証明について」の２番について報告します。 

神戸市の申請人が，昭和５５年頃から事業所敷地として利用し，現在に至っ

ております。 

場所は，福山市農水産物加工センターの至近です。 

 現地調査をしましたが，農地性がなく，農地への復元も困難であり，証明妥

当と判断しました。以上です。 

 

松永地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第４号「非農地証明について」の３番から６番について報告

します。 

３番は，申請人が，昭和６１年ころから耕作放棄していたところ，雑木等が

繁茂し，山林となったものです。場所は，盗人池から東へ約５８０メートルか

ら約６８０メートルのところです。 

４番は，申請人が，昭和５０年ころから耕作放棄していたところ，雑木等が

繁茂し，山林となったものです。場所は，神原池から北東へ約１６０メートル

のところです。 

５番は，申請人が，昭和４８年頃から宅地として利用していたものです。場

所は，神村小学校から南へ約３６０メートルのところです。 

６番は，申請人が，昭和６０年ころから耕作放棄していたところ，雑木等が

繁茂し，山林となったものです。場所は，岩川池から西へ約２４０メートル，

南東へ約８５メートル，東へ２２０メートルのところです。 

なお，３番，４番，６番は，農振農用地区域内の農地でありますが，担当

部局との調整は整っております。 

現地調査をしましたが，いずれも農地性がなく，農地への復元も困難であり，

証明妥当と判断しました。以上です。 
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議 長 

 

委 員 

10番 

安原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

1委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

議 長 

 

北部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第４号「非農地証明について」の別冊１０ページの７番から９

番について報告します。 

７番は，芦田町の申請人が，昭和６１年頃から，進入路として利用し現在に

至ります。場所は，芦田中学校の南東，約１キロメートルのところです。 

８番は，加茂町の申請人が，昭和２８年頃から，住宅敷地として利用し現在

に至ります。場所は，服部南保育所の北，約１キロメートルのところです。 

９番は，野上町三丁目の申請人が，昭和５２年頃から，耕作放棄していたと

ころ，雑木等が繁茂し，５４０－１は山林に，残る４筆は原野となっておりま

す。場所は，常金中学校の北東，約４キロメートルのところです。 

 なお，８番は，農振農用地区域内の農地でありますが，担当部局との調整は

整っております。 

現地調査をしましたが，農地性がなく，農地への復元も困難であり，証明妥

当と判断しました。 以上です。 

 

ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。 

発言のある方は挙手をお願いします。 

 

― 質問等なし ― 

 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第４号について，原案のとおり証明することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

― 全 員 挙 手 ― 

 

 全員挙手により，議案第４号は原案のとおり決定します。 

 

次に，議案第５号「相続税の納税猶予に関する適格者証明について」を
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議 長 

 

 

 

委 員 

１番 

佐藤 

 

上程します。 

西部地区の報告をお願いします。 

 

 議案第５号「相続税の納税猶予に関する適格者証明について」の 

１番について報告します。 

津之郷町の相続人である子が，同町の申請地の田 ２筆 １，２４９㎡を相続

税の納税猶予特例適用の申請農地として利用するものです。 

申請農地は耕作されており，農地として適正に管理されています。以上です。 

 

 ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。 

発言のある方は挙手をお願いします。 

 

― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第５号について，原案のとおり証明することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

― 全 員 挙 手 ― 

 

 全員挙手により，議案第５号は原案のとおり証明することに決定しま

す。 

 

次に，議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画案の決定について」を上程します。 

東部地区の報告をお願いします。 

 

議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画案の決定について」の１番について報告します。 

１番は，新規で千田町大字千田の畑１筆２７８㎡で千田町二丁目の貸付人か

ら同町の借受人が借受けて野菜を栽培するものです。 

担当委員による調査，報告があり，協議会で審査しましたが，農用地利用集
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委 員 

4番 

野田 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

7番 

岡本 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

10番 

安原 

 

 

 

積計画として適当であると判断しました。 以上です。 

 

 西部地区の報告をお願いします。 

 

議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画案の決定について」の２番から４５番について報告します。 

合計で，４４件，７３筆，面積６万１９５平方メートルです。 

地目別では， 

田：５６筆，３万４千２７１平方メートル， 

畑：１７筆，２万５千９２４平方メートルです。 

新規・更新の別では， 

新規分 ２２件，３０筆，２万８千４４平方メートル 

更新分 ２２件，４３筆，３万２千１５１平方メートルです。 

担当委員による調査，報告があり，協議会で審査しましたが，  いずれも，

農用地利用集積計画として適当であると判断しました。以上です。 

 

 松永地区の報告をお願いします。 

  

それでは，議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画案の決定について」の４６番から６３番について報告し

ます。 合計で，１８件，３１筆，面積 １４,８１１㎡です。 

 地目別では，田：２８筆，１４,３９３㎡， 

畑： ３筆，   ４１８㎡です。 

新規・更新の別では，新規分７件，８筆，５,６９４㎡と更新分が１１件，

２３筆，９,１１７㎡です。 

担当委員による調査，報告があり，協議会で審査しましたが，いずれも，農

用地利用集積計画として適当であると判断しました。 以上です。 

 北部地区の報告をお願いします。 

 

それでは， 議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる農用地利用集積計画案の決定について」の別冊２１ページの６４番から

２４ページの８６番について報告します。 

 全体で，件数２３件，筆数３３筆，面積２６，７３３平方メートルです。 

内訳は，新規分が，件数１３件，筆数１９筆,面積１３，３５３平方メート

ル，更新分が，件数１０件，筆数１４筆，面積１３，３８０平方メートルと

なっております。 
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地目別では，田が，２７筆，２２，８５２平方メートルで， 

      畑が，６筆，３，８８１平方メートルです。 

担当委員から調査，報告があり，協議会で審査しましたが，いずれの案件

も，農用地利用集積計画案として適当であると判断しました。以上です。 

 

 神辺地区の報告をお願いします。 

  

議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画案の決定について」２４ページ８７番から２８ページ１１４

番について報告します。 

合計で，２８件，４２筆，面積４万６，９５０㎡です。 

登記地目別は，全て田です。 

新規・更新の別では，新規１０件 ２０，３４７㎡， 

          更新１８件 ２６，６０３㎡です。 

担当委員による調査，報告があり，協議会で審議しましたが，いずれも農

用地利用集積計画として適当であると判断しました。以上です。 

 

 ありがとうございました。 

 事務局より補足説明等があればしてください。 

 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により，農業委員会の

決定を経て，農用地利用集積計画を定めるものです。 

 議案書（別冊）の１２ページから２８ページに１１４件の案件を上程

しています。 

この内，農業経営基盤強化促進法第１８条第２項第６号の「解除条件付

き貸借」は，２１ページ６８番，２２ページ７０番と７１番，２３ペー

ジ８２番と８３番，２４ページ８４番であり，それぞれの法人が貸借権

を農地の所有者と設定するものです。 

また，「新規就農促進措置」は，１２ページ１番，２２ページ７３番，２

３ページ７９番で，経営面積が１，０００平方メートル未満ですが，１

筆を単位として利用権設定を行うものです。 

 本計画案は，９月３０日を締切りとして，１１４件，１８０筆，１４

８，９６７平方メートルの申し出がありました。 
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議 長 

 

 

 

 

 全ての案件は，農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号から４

号の各号の各要件を満たしています。 

 

これより質疑に入りますが，議案第６号には，寳諸孝也委員，安原理雄

委員，下江京子委員，須藤薫雄委員の関係する案件が含まれますので，

「農業委員会等に関する法律第３１条」の議事参与の制限の規定により

退席をお願いします。 

 

（寳諸孝也委員，安原理雄委員，下江京子委員，須藤薫雄委員が退席） 

 

それでは，発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第６号について，原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

― 全 員 挙 手 ― 

 

 全員挙手により，議案第６号は原案のとおり決定します。 

 

 

採決が終わりましたので，寳諸孝也委員，安原理雄委員，下江京子委員，

須藤薫雄委員はご着席ください。 

 

次に，議案第７号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画案の決定について（農地中間管理事業）」を上程し

ます。 

西部地区の報告をお願いします。 
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議案第７号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画案の決定について（農地中間管理事業）」の１番について報告しま

す。 

 多治米町の貸付人から，農地中間管理機構が使用貸借による農地中間管理権

を設定して，畑 １筆を借受けるものです。 

当該農地に問題はなく，農用地利用集積計画として適当であると判断しまし

た。以上です。 

 

 北部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第７号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画案の決定について（農地中間管理事業）」の別冊２９ペ

ージの２番から４番について報告します。 

 ２番から４番は，２番と３番で駅家町の貸付人と４番で曙町三丁目の貸付

人から，広島県森林整備・農業振興財団（農地中間管理機構）が，使用貸借

による農地中間管理権を設定して借受けるものです。 

内訳は，件数３件，筆数３筆，地目はいずれも田で，面積５，８１６平方メ

ートルです。担当委員から調査，報告があり，協議会で審査しましたが，い

ずれの案件も，農用地利用集積計画案として適当であると判断しました。以

上です。 

 

 神辺地区の報告をお願いします。 

 

議案第７号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画案の決定について（農地中間管理事業）」の２９ページ５番につ

いて報告します。 

貸付希望者から農地中間管理機構が，計画対象農地に中間管理権を設定して

借り受けるもので，５番の内訳は，件数１件，筆数３筆，賃借によるもので，

面積は３，８７７㎡で，地目は田です。 

当該農地に問題はなく，農用地利用集積計画（農地中間管理事業）として

適当であると判断しました。以上です。 

 

ありがとうございました。 

 事務局より補足説明等があればしてください。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

４番 

野田 

 

 

議案第７号は，農地中間管理機構である広島県森林整備・農業振興財団

に転貸することを目的とした利用権を設定するものです。 

 農用地利用集積計画の決定により機構は中間管理権を取得することに

なります。 

 ５件，７筆，１０，６６３平方メートルの申し出がありました。 

 利用権の設定期間は，令和３年１２月３１日から令和１３年１２月３

１日までです。 

 

これより質疑に入ります。 

発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第７号について，原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

― 全 員 挙 手 ― 

 

 全員挙手により，議案第７号は原案のとおり決定します。 

 

次に，議案第８号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３

項の規定による農用地利用配分計画案に対する意見決定について」を上

程します。 

西部地区の報告をお願いします。 

 

議案第８号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定によ

る農用地利用配分計画案に対する意見決定について」の１番については，計画

案に意見，異議等はありません。以上です。 
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議 長 

 

委 員 

10番 

安原 

 

議 長 

 

委 員 

13番 

山本 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

北部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第８号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項

の規定による農用地利用配分計画案に対する意見決定について」の別冊３０ペ

ージの２番の計画案については，異議等はありません。以上です 

 

神辺地区の報告をお願いします。 

 

議案第８号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に

よる農用地利用配分計画案に対する意見決定について」の３０ページ３番につ

いて報告します。 

３番は，周辺の農地を集約している上御領の法人が農地中間管理機構を通じ

て賃借権で対象農地を借り受けて，水稲の栽培をする計画です。計画案に意見，

異議はありません。以上です。 

 

ありがとうございました。 

 事務局より補足説明等があればしてください。 

 

議案第８号については，福山市から計画案に対する意見を求められたも

のです。 

 農用地利用配分計画は，農地中間管理機構へ利用権を設定した農地を

機構が，転貸を行う際に作成する計画で，県知事の認可，公告後，利用

権の設定が行われます。 

 利用権の期限は県の公告日の翌日から令和１３年１２月３１日までと

なります。 

 

これより質疑に入りますが，議案第８号には，山本明委員の関係する案

件が含まれますので，「農業委員会等に関する法律第３１条」の議事参与

の制限の規定により退席をお願いします。 

 

（山本明委員が退席） 
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議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発言のある方は挙手をお願いします。 

  

― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第８号について，意見・異議がないことを福山市へ回答することに

賛成の方は挙手をお願いします。 

 

― 全 員 挙 手 ― 

 

全員挙手により，議案第８号は意見・異議がないことを福山市へ回答し

ます。 

 

採決が終わりましたので，山本明委員はご着席ください。 

 

次に，報告事項「農地法等に関わる専決処分・届出等について」を事務

局から説明してください。 

 

専決処分及び届出等について，ご説明します。 

議案書（別冊）の３１ページから３５ページの「農地法第３条の３第１項の

規定による届出について」です。これは，相続等により農地の権利を取得した

場合の届出です。農業委員会処務規則第６条の２第１項の規定により，１９件

を事務局長専決で受理しました。 

次に，３６ページの「農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出

書の受理について」及び，３７ページから４３ページの「農地法第５条第１項

第７号の規定による農地転用届出書の受理について」です。 

４条７件，５条４１件を農業委員会処務規則第６条の２第１項の規定

により，事務局長専決で受理しました。 

次に，４４ページの「農地転用(農業用施設)届出書の受理について」です。

農地法施行規則第２９条第１項第１号の規定により，転用目的が農業用施設で

あり，かつ転用面積が２アール未満の場合，農地法第４条の「農地の転用の制

限」の例外規定の適用を受けられます。１件の届出があり，現地確認の結果，
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事務局 

続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

農業用倉庫であることを確認しました。 

次に，４５ページの「農地法施行規則第２９条第１項第１６号の規定による

協議書の受理について」です。認定電気通信事業者が賃借権を設定し転用する

ものです。認定電気通信事業者が行う，通信のための電線及び中継施設等の設

置については，農地転用の制限の例外となります。１件の協議書を受理してい

ます。 

次に，４６ページと４７ページの「農地法第１８条第６項の規定による合意

解約の通知について」です。賃貸借を解約したことの通知が１０件ありました。 

次に，４８ページの「農地等の現況に係る照会に対する調査結果について」

です。広島法務局福山支局から５件の照会があり，農地性がないことを確認し

ました。回答期限が照会のあった日から２週間であり，この間に総会の開催が

ないため事務局長による専決処分により回答しました。 

次に，４９ページの「農地法の規定による許可又は届出の取消し・申請取下

げについて」です。許可又は届出の受理後，何らかの事情により履行できなか

ったことから提出されたものであり，３件を受理しました。専決処分及び届出

等については以上です。 

 

ただいまの説明について，発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等もないようですので，以上をもちまして２０２１年（令和３年）

第１２回福山市農業委員会総会を終了します。 

なお，来月の総会は１２月２８日開催の予定です。 

 

委員の皆様には，ご審議いただきありがとうございました。 

気をつけてお帰りください。 

 
 午前１０時５０分閉会 

 


